
1 

 未払い残業代請求事件において、

タイムカードの打刻がない日につ

いて、裁判所はどのように労働時

間を認定するでしょうか。 

①証拠がないので働いたとは認め

ない。 

②証拠はないがとりあえず所定労

働時間８時間働いたものとする。 

③ほかの日の労働時間から推認す

る、平均値をとる。 

④他の証拠から労働時間を認定す

る。 

 

１ 立証責任は会社が負っている

と思った方がよい 

 本来、残業代請求においては、

残業代を請求する従業員側が、「そ

の日」に「何時間」残業したかを

立証しなければなりません。 

 タイムカードがなく、その日に

何時間働いたのかを証明できない

以上、その日は残業したものとは

認めないのが筋です。 

 しかし、これまでの経験上②か

ら④はありますが、①はありませ

ん。③、④の方法で労働時間が認

定されることがほとんどです。 

 裁判所は、会社は当然に従業員

の労働時間を管理しているものと

認識しています。また労働時間を

管理している以上、労働時間に関

する資料を当然持っていると思っ

ています。 

 したがって、これらの資料がな

い場合、裁判所は露骨に嫌な顔を

してきます。どうやって労働時間

を管理しているのか、タイムカー

ドは確認していないのか、確認し

ているのならなぜタイムカードの

打刻がないことについて本人に確

認しなかったのか、そんな調子で

す。 

 

 裁判所は、労働時間を管理しな

い会社は論外だと思っています。

そのため従業員の労働時間の立証

が若干甘くても、従業員の主張の

とおり認定してしまいます。 

 例えば、居酒屋の板前の残業代

請求の事案「空事件」（東京地裁平

成２７年２月２７日判決）では、

客が帰ったあとの片づけ等で３０

分又は４０分程度の時間を要する

と認定し、タイムカードが存在し

ない日であっても従業員の主張の

とおり終業時間を認定しました。 
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 そのほかにも、最近は、労働者

自らが労働時間を記入した手帳を

証拠として提出するケースが増え

てきました。もちろんタイムカー

ド等の客観的な資料が存在する日

はその数字を重視しますが、何も

証拠がない場合は、このような手

帳の記載であっても、「矛盾しな

い」、「信用性がないとまではいえ

ない」という理由で採用している

ことが多くあります。 

 

とにかく労働時間をきちんと管

理をしていない会社が悪いのであ

って、従業員が主張する労働時間

がおかしいなら、どこがどうおか

しいのか会社の方で反論しなさい

というのが裁判所の本音です。も

はや立証責任は会社が負っている

と思った方がよいでしょう。 

 

２ 労働時間の認定はバラバラ 

 とは言うものの、実際の労働時

間の認定は事案によって（裁判官

によって？）バラバラです。 

 特に労働審判においては、良く

も悪くもざっくりとした認定がな

されることがあります。証拠が足

りなくても、また証拠を詳細に吟

味しないままでも、ある一定のル

ールで労働時間を認定します。 

 これは印象的なものに過ぎませ

んが、固定残業代が無効と判断さ

れるような事案では、逆に労働時

間や休憩時間の認定において、若

干ではあるものの会社の主張を容

れてくれているような気がします。 

 労働審判の場合は、話し合い、

互いの譲歩の手続きであるため、

そういう時は、裁判所は従業員に

対して、労働時間の立証は従業員

がしなければならないが不十分で

あるというような説得をしている

のだと思います。 

 玉虫色的な労働時間の認定です

が、少なくとも労働時間の管理が

できていなければ、裁判所から厳

しい指摘があることは間違いがあ

りません。 

たまに、タイムカードがあると

労働時間がバレてしまうから、い

っそのことタイムカードをなくし

てしまった方がよいのではないか

という話も聞きますが、それは大

きな間違いです。もっと悲惨なこ

とになります。タイムカードで管

理するか否かはともかく、労働時

間は把握すべきであり、管理すべ

きです。 
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